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○ 川越都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 
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○ 特別県営住宅（シラコバト住宅、鴻巣登戸住宅、与野上落合住宅、春日部内牧住宅、大

宮砂住宅及び加須南大桑住宅）の指定管理者の指定（住宅課） 

○ 特定公共賃貸住宅（鴻巣登戸住宅、加須南大桑住宅、与野上落合住宅及び大宮砂住宅）

の指定管理者の指定（住宅課） 

○ 埼玉県立長瀞げんきプラザの指定管理者の指定（生涯学習推進課） 

○ 埼玉県立小川げんきプラザの指定管理者の指定（生涯学習推進課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
平
和
資
料
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
環
境
緑
創
造
交
流
協
会 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
櫛
引
三
十
七
番
地
十
三 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告 
 

示 
埼
玉
県
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
及
び
北
本
自
然
観
察
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
生
態
系
保
護
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
宮
町
一
丁
目
百
三
番
地
一
Ｙ
Ｋ
ビ
ル
内 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告 
 

示 
埼
玉
県
告
示
第
三
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
ト
ト
ロ
の
ふ
る
さ
と
基
金 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
三
ケ
島
三
丁
目
千
百
六
十
九
番
地
の
一 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告 
 

示 
埼
玉
県
告
示
第
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

石
坂
産
業
株
式
会
社 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
上
富
緑
千
五
百
八
十
九
番
地
二 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
四
丁
目
二
番
六
十
五
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
嵐
山
郷
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
児
童
養
護
施
設
上
里
学
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
皆
光
園
障
害
者
歯
科
診
療
所
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
あ
さ
か
向
陽
園
障
害
者
歯
科
診
療
所
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
そ
う
か
光
生
園
障
害
者
歯
科
診
療
所
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

株
式
会
社
馬
渕
商
事 

東
京
都
目
黒
区
平
町
一
丁
目
十
六
番
二
十
四
号 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
熊
谷
点
字
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
ホ
ー
ム 

埼
玉
県
熊
谷
市
野
原
二
百
四
十
五
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
一
部
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。 令

和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部
埼
玉
県
済
生
会 

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
五
丁
目
十
一
番
五
号 

二 

管
理
す
る
施
設 

 
 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
第
一 

 

条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
施
設 

三 

指
定
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
ふ
れ
あ
い
拠
点
運
営
共
同
事
業
体 

東
京
都
千
代
田
区
三
番
町
二
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
六
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
農
林
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
真
名
板
千
九
百
七
十
五
番
一 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
七
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
県
民
の
森
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ 

 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
厚
川
百
二
十
六
番
地
一 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
八
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ヶ
丘
字
仲
丸
前
三
二
六
番
三
、
三
四
六
番
六 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
九
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
号 

 
日
高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
一
号 

 
日
高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
二
号 

 
日
高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
戸
田
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
吉
見
総
合
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

吉
見
総
合
運
動
公
園
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
荒
川
大
麻
生
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
生
態
系
保
護
協
会
・
花
園
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
共
同
体 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
宮
町
一
丁
目
百
三
番
地
一
Ｙ
Ｋ
ビ
ル
内 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
六
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
和
光
樹
林
公
園
及
び
新
座
緑
道
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

和
光
樹
林
公
園
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
一
番
十
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
狭
山
稲
荷
山
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

狭
山
稲
荷
山
公
園
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
一
番
十
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
松
伏
二
千
四
百
二
十
四
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
権
現
堂
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

権
現
堂
公
園
管
理
事
務
所 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
千
塚
千
四
百
八
十
三
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
越
谷
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

越
谷
公
園
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
別
県
営
住
宅
（
シ
ラ
コ
バ
ト
住
宅
、
鴻
巣
登
戸
住
宅
、
与
野
上
落
合
住
宅
、
春
日
部
内

牧
住
宅
、
大
宮
砂
住
宅
及
び
加
須
南
大
桑
住
宅
）
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
十
二
番
十
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
鴻
巣
登
戸
住
宅
、
加
須
南
大
桑
住
宅
、
与
野
上
落
合
住
宅
及
び
大

宮
砂
住
宅
）
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
十
二
番
十
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
長
瀞
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
サ
ン
ア
メ
ニ
テ
ィ 

 
 

東
京
都
北
区
王
子
三
丁
目
十
九
番
七
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
六
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

オ
ー
エ
ン
ス
・
ア
イ
ル
グ
ル
ー
プ 

 
 

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
十
二
番
十
五
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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